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主に必要とされる補償内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○賠償責任補償限度額（対人）が１億円以上 

○示談代行サービス付き 

○賠償補償の対象となる後遺障害の制限なし 

○何歳でも加入できる保険 

 必要な補償内容に関する有識者会議における審議資料は以下のとおり
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ঽૡ向ऐ保険の加入義務化੧にঢ়घるとりまとめ 
 
１．ঽૡ向ऐ保険の加入義務化の背景について 
（（（（１１１１））））事故事故事故事故のののの現状現状現状現状    

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通事故の発生件数と死者数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都府下の全交通事故と自転車事故件数（左）と対歩行者・対自転車事故の増加（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近年，全国的に交通事故件数及び死者数は減少傾向にあり，京都府においても交通事故件数は，平

成 23 年（14,087 件）に比較すると平成 27 年（9,328 件）は，▲33.8％と同様の減少傾向が見

られます。同時期における府下の自転車関連事故も▲36.7％と減少している一方，全交通事故に占め

る自転車関連事故の割合に大きな変化は見られません。 

また，自転車関連の事故件数は減少しているものの，自転車対歩行者の事故件数は横ばいで，自転

車対自転車の事故件数は 1.7 倍に増加しています。 

出典：京都府警  
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出典：平成26年警察白書統計資料 5-3 交通事故発生状況の推移
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（（（（２２２２））））加害者加害者加害者加害者とととと被害者被害者被害者被害者のののの傾向傾向傾向傾向    

 

 

 

 

■第１・第２当事者別年齢層別発生状況（京都府：平成26年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢層別死傷者数（京都市：平成26年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））環境環境環境環境のののの変化変化変化変化    

 

 

 

 

 

 

■年齢層別死亡事故発生状況（右：全国，平成25年）と加齢による体力の低下（左） 
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出典：Ｈ26 年交通統計 京都府警察本部 
人口は住民基本台帳（H26.10）  

50505050 69696969 58585858
14141414 32323232 25252525 28282828 13131313 21212121 38383838

213213213213 201201201201 205205205205

143143143143

249249249249
352352352352

209209209209
87878787 129129129129

207207207207

0
50

100
150
200
250
300
350
400

15歳以下 16～19歳 20～24歳 25～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上

（件）
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    第１当事者：当事者のなかで最も責任が重い人 
    第２当事者：第１当事者に次いで責任が重い人 

※当事者：事故に関ったすべての人 
※責任が同程度の場合，被害が少ない者から順とする。 

出典：Ｈ26 年交通統計 京都府警察本部 

年齢層別の事故の発生状況からは，事故を起こす割合は 24 歳以下の若年層が高く（第１当事者が

多い），被害にあった場合の死傷者数は，20 歳代以下の若年層を含む層及び 65 歳以上の高齢者層に

高い傾向が見られます。 
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今後，高齢化社会の更なる進展が予想されています。一方，身体能力は加齢に伴い低下する傾向に

あることから，高齢者人口の増加に伴う事故リスクについても懸念していく必要があります。 

⇒京都市の高齢化率は 26.7％（３．７人に 1 人が 65 歳以上の高齢者）です。 

（平成 27 年値，出典：京都市） 
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■高齢者人口及び割合の推移（出典：総務省統計局 高齢者の人口） 

 

 

（（（（４４４４））））高額賠償事例高額賠償事例高額賠償事例高額賠償事例    

 

 

 

 

 

  

損害額損害額損害額損害額 被害者被害者被害者被害者 事故概要事故概要事故概要事故概要

9,521万円万円万円万円
（平成25年
神戸地裁）

62歳女性
（寝たきり）

＜＜＜＜自転車対歩行者自転車対歩行者自転車対歩行者自転車対歩行者＞＞＞＞

男子小学生（11歳）が夜間，帰宅途中に自転車で走行中，歩道と車道の区別のない
道路において，歩行中の女性（62歳）と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負
い，意識が戻らない状態となった。

9,266万円万円万円万円
（平成20年
東京地裁）

24歳男性
（後遺障害１等級）
⇒言語機能の喪失

＜＜＜＜自転車対自転車自転車対自転車自転車対自転車自転車対自転車＞＞＞＞

男子高校生が昼間，自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道に斜めに横断し，対
向車線を自転車で直進してきた男性会社員（24歳）と衝突。男性会社員に重大な障
害（言語機能の喪失等）が残った。

5,438万円万円万円万円
（平成19年
東京地裁）

55歳女性
（死亡）

＜＜＜＜自転車対歩行者自転車対歩行者自転車対歩行者自転車対歩行者＞＞＞＞

男性が昼間，信号表示を無視して高速度で交差点に進入，青信号で横断歩道を横断
中の女性（55歳）と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。

4,043万円万円万円万円
（平成17年
東京地裁）

62歳男性
（死亡）

＜＜＜＜自転車対自転車対自転車対自転車対オートバイオートバイオートバイオートバイ＞＞＞＞
男子高校生が朝，赤信号で交差点の横断歩道を走行中，旋盤工（62歳）の男性が運
転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。

出典：日本損害保険協会

自転車は，気軽に乗れる乗り物である一方，事故を起こすと年齢等に関係なく，加害者にその責任

が重くのしかかってきます。昨今は利用者が多い若年層においても高額賠償事例が散見されます。 
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 京都市にउऐるঽૡ向ऐ保険の加入義務化の方向性について．ڮ
（（（（１１１１））））京都市京都市京都市京都市のののの考考考考ええええ方方方方    

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都市 通勤・通学の人の動き（自転車以外も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車向け保険の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））近隣行政近隣行政近隣行政近隣行政のののの動向動向動向動向とととと京都市京都市京都市京都市のののの方向性方向性方向性方向性    

 

  

昨今の自転車事故を巡る状況や高齢化社会の進展等の環境の変化，さらには高額賠償事例等を踏ま

え，万一事故が起こった場合に，事故の加害者と被害者双方の経済的負担を和らげることを目的に，

京都市域で自転車を利用する者に対して自転車保険の加入の義務化を進めていきます（現行の京都市

自転車安心安全条例では，自転車利用者とレンタサイクル事業者に対して自転車向け保険加入を努力

義務としています。）。なお，今回の保険とは，他人にケガをさせたり，他人の財産に損害を与えた場

合に補償する「賠償責任保険」（共済含む）を指します。 

【昼間人口】Ｈ２２年国勢調査 従業地通学地による人口より 
      【観光客】Ｈ２７年京都観光総合調査より 

平成２７年の兵庫県における自転車向け保険の義務化に引き続き，平成２８年は大阪府と滋賀県が

義務化を導入しています。 

なお，義務化を導入した先行行政では，自転車登録制度がないことや，加入証明書の携帯が困難な

どの理由により，罰則規定を設けておらず，京都市においても同様の理由により罰則規定は設けませ

ん。但し，加入促進に向けて全国初となる様々な対策を講じ，実効性を確保していきます。 

京都市 京都市ঽૡੱ৸

保険加入
ৡ義務

(市内のঽૡਹ৷
ঽૡહ)

保険整備 なし

京都府 ঽૡの৸なਹ৷のയਤにঢ়घる

保険加入 ৡ義務
(府内のঽૡਹ৷)

保険整備 なし

現在の京都府下における
自転車向け保険加入に係る規定
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（（（（３３３３））））義務化義務化義務化義務化のののの対象対象対象対象        （※自転車利用者とは：自転車を利用する市民・市外からの流入も含む） 

 

 

 

 

自転車利用者自転車利用者自転車利用者自転車利用者        事業者事業者事業者事業者    レンタサイクルレンタサイクルレンタサイクルレンタサイクル事業者事業者事業者事業者    

    

個人賠償責任保険  施設賠償責任保険＊1 

（対象者：不特定，但し利用者名簿有り） 

施設賠償責任保険 

（対象者：不特定，但し利用者名簿無し） 

利用者各人が個人生活に
かける保険等に加入 
 

 

 
事業者が事業活動に利用する
自転車＊2を補償する保険に加入 
→業務で自転車を利用する者を
捕捉 

 

＊1 業務中の事故については個人賠償責任
保険の対象外 

＊2 事業者の自転車を不特定多数の従業員
が利用するため 

貸出業者が事業活動に利用する自
転車＊1 及び借主を補償する保険に
加入 
→レンタサイクル利用者を捕捉 

 

＊1 事業者の自転車を不特定多数の従業員
が利用するため 

 

（（（（４４４４））））保険加入率保険加入率保険加入率保険加入率のののの増加増加増加増加にににに向向向向けたけたけたけた実効性実効性実効性実効性のののの担保担保担保担保    

 

 

 

 

＜実効性確保に向けた取組＞ 

自転車利用者自転車利用者自転車利用者自転車利用者    事業者事業者事業者事業者    レンタサイクルレンタサイクルレンタサイクルレンタサイクル事業者事業者事業者事業者    

・自転車通勤・通学者に対して
申請時に事業者や学校が保険
の加入を確認 

・ルール・マナーブック（仮称）
配布時に保険加入チェックシ
ートの配布 

・保険会社，代理店との連携 
（保険内容の見直し提案等） 

・京都市自転車安全利用推進企
業との連携，拡充（就業規則
の雛形情報の提供等） 

京都市優良レンタサイクル事
業者認定制度（仮称）の創設（イ
ンセンティブの付与や保険情
報の提供等） 

 

＜関係事業者と様々な連携に向けた取組＞ 

自転車小売業者自転車小売業者自転車小売業者自転車小売業者※※※※    不動産関連業者不動産関連業者不動産関連業者不動産関連業者    駐輪場管理業者駐輪場管理業者駐輪場管理業者駐輪場管理業者    

 

 

 

 

 

 

  

自転車の販売，修理時に保険
加入を確認し，未加入の場合は
保険の情報提供を行う。 

京都市への転入者等に対し，
保険の情報提供を行う。 

駐輪場利用者に対して保険
の情報提供を行う。 

※現行条例では，自転車小売業者に対して，自転車購入者へ販売時に保険に関する情報説明と加入勧奨を規定（努力義務）。 
  

義務化 

義務化 

義務化 

努力義務 

努力義務 努力義務 努力義務 

努力義務 努力義務 

京都市域において，自転車を利用する者（自転車利用者※，事業者，レンタサイクル事業者）が義

務化の対象です。なお，現行条例では，自転車利用者とレンタサイクル事業者を努力義務の対象とし

ています。 

京都市においても，先行自治体同様，自転車の保有実態の把握等が困難であることから，罰則規定

は設けませんが，より実効性を確保するために以下の策を講じます。 

 ※赤枠は，全国に類をみない条例化を行う取組※赤枠は，全国に類をみない条例化を行う取組※赤枠は，全国に類をみない条例化を行う取組※赤枠は，全国に類をみない条例化を行う取組です。です。です。です。    
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３．その他 

 

 

 

 

 

 

■推奨する補償内容 

 

 

多種多様な保険があることから，義務対象者が加入する保険商品の特定はしませんが，自転車賠

償責任保険はどんな保険なのか，補償内容はどれくらいがふさわしいかわからないという意見があ

ったことから，市民が適切な補償内容がわかる推奨要件が必要という議論がありました。 

保険義務化にあわせ，これらの補償内容を満たす保険商品の開発を保険会社に依頼しています。 


